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令和５年綾瀬市教育委員会会議２月定例会議事日程 

令和５年２月１４日（火）午後１時３０分開議 

日程第１  会議録署名委員の指名について 

議案 

日程第２ 第４号議案 
令和４年度綾瀬市一般会計補正予算・教育委員会関係予算

（案）に係る意見の申入れについて 

日程第３ 第５号議案 
令和５年度綾瀬市一般会計予算・教育委員会関係予算（案）に

係る意見の申入れについて 

日程第４ 第６号議案 県費負担教職員の人事について 

報告 

日程第５ 第２号報告 

令和４年度第４回綾瀬市心身障害児童・生徒就学指導委員会で

判定された幼児・児童・生徒の学校（学級）指定の報告につい

て 
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午後１時３０分 開会 

○教育長（袴田毅君） 

あらかじめご報告をさせていただきます。 

本日の会議には、現在のところ傍聴の申し出者はございませんが、会議途中で傍聴の希望があ

った場合は、随時、入室を許可したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

ただいまの出席者は５名であります。定足数に達しておりますので、これより、綾瀬市教育委

員会会議２月定例会を開会いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○教育長（袴田毅君） 

「日程第１ 会議録署名委員の指名」をいたします。会議録署名委員に、平出委員を指名いた

します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○教育長（袴田毅君） 

ここで、本日の議事についてお諮りいたします。 

「日程第２ 第４号議案 令和４年度綾瀬市一般会計補正予算・教育委員会関係予算（案）に

係る意見の申入れについて」及び「日程第３ 第５号議案 令和５年度綾瀬市一般会計予算・教

育委員会関係予算（案）に係る意見の申入れについて」の２件につきましては、綾瀬市議会３月

定例会に提出予定の議案に関するものであり、現時点では非公開である情報等が含まれているた

め、綾瀬市教育委員会会議規則第８条第１項第４号の規定により、また、「日程第４ 第６号議

案 県費負担教職員の人事について」は、人事に関するものであるため、同規則第８条第１項第

１号の規定により、「日程第５ 第２号報告 令和４年度第４回綾瀬市心身障害児童・生徒就学

指導委員会で判定された幼児・児童・生徒の学校（学級）指定の報告について」は、個人情報が

含まれるため、同規則第８条第１項第３号の規定により、非公開審議にしたいと存じます。 

お諮りいたします。ただいまの４件を非公開審議とすることについて、賛成の委員の挙手を求

めます。 

（ 委員の挙手確認 ） 

○教育長（袴田毅君） 

挙手全員であります。 

よって第４号議案から第６号議案及び第２号報告は、非公開審議とすることに決しました。 

それでは、これより非公開審議といたしました議案の審議に入りますが、本日は傍聴者がおり

ませんので、このまま審議を続けたいと思います 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○教育長（袴田毅君） 

「日程第２ 第４号議案 令和４年度綾瀬市一般会計補正予算・教育委員会関係予算（案）に

係る意見の申入れについて」、この件を議題といたします。 

それでは審議に入りますが、説明は教育部長より教育委員会全体、市民環境部長より市民環境

部所管分をお願いいたします。 

では、始めに教育部長、お願いいたします。 

〇教育部長（長谷川裕司君） 

それでは、「第４号議案 令和４年度綾瀬市一般会計補正予算・教育委員会関係予算（案）に

係る意見の申入れについて」、ご説明いたします。 

秘密会議案書の１ページをご覧ください。 

提案理由でございますが、中段に記載のとおり、令和４年度の教育委員会に係る補正予算案を

市議会３月定例会へ上程するため、綾瀬市長へ教育委員会の意見の申入れをいたしたく、委員の

皆様の意見を求めるものでございます。 

なお、社会教育分野に関する部分につきましては、後ほど、市民環境部長より説明いたします

ので、よろしくお願いいたします。 

補正予算の概要でございますが、国の令和４年度第２次補正予算に伴い、新型コロナウイルス

感染症流行下においても、児童・生徒の安全・安心な学習環境を確保しつつ、教育活動を着実に

継続するための経費のほか、令和５年度当初予算に計上を予定しておりました小・中学校施設の

改修工事を前倒して執行するための経費を計上するものでございます。 

具体的に申し上げますと、１点目は、新型コロナウイルス感染者が発生した学校において教育

活動を継続するために追加的に必要な消毒液等の保健衛生用品等の購入や教室等の換気対策のた

めのＣＯ２モニター、サーキュレーター等の購入経費について、２点目は、綾瀬小学校体育館棟

の外壁等補修及び塗装工事、城山中学校体育館の屋根防水及び外壁改修工事について、１年前倒

して、令和４年度補正予算に計上するものでございます。 

いずれの事業も、令和４年度内に事業を完了することが原則となりますが、年度内の完了が困

難でありますことから、令和５年度に予算を繰り越して実施することを予定しております。 

２ページをご覧ください。 

始めに「第１表 歳入歳出予算補正」でございます。 

上段の「１ 歳入」でございますが、 

今回補正を行うのは、歳入予算のうち「１６款 国庫支出金」及び「２３款 市債」について、
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教育費全体で１億８，９９２万９，０００円増額するものでございます。 

次に、中段の「２ 歳出」でございますが、今回補正を行うのは歳出予算のうち「１０款 教

育費」、「１項 教育総務費」、「２項 小学校費」、「３項 中学校費」についてそれぞれ増額する

ものでございます。 

教育費全体では、２億１０３万円増額するものでございます。 

次に、４ページ・５ページをご覧ください。 

ただ今、説明いたしました補正予算の内容について、「歳入歳出補正予算事項別明細書」に記

載してございます。 

歳入の「１６款 国庫支出金」、「２項 国庫補助金」、「５目 教育費国庫補助金」のうち、「

１節 教育総務費補助金」については「学校保健特別対策事業費補助金」、「２節 小学校費補助

金」及び「３節 中学校費補助金」につきましては「学校施設環境改善交付金」でございます。 

「２３款 市債」、「１項 市債」、「４目 教育債」につきましては、小・中学校の改修工事に

係る市債の借り入れでございます。 

次に６ページ・７ページをご覧ください。歳出でございます。 

「１０款 教育費」、「１項 教育総務費」、「３目 教育指導費」につきましては、保健衛生用

品や換気対策のためのＣＯ２モニター等の購入経費として、「１０節 需用費」として２，１６

０万円計上するものでございます。 

次に「２項 小学校費」、「１目 学校管理費」につきましては、綾瀬小学校体育館外壁等の補

修及び塗装工事に係る経費として、「１２節 委託料」及び「１４節 工事請負費」として、計

１億２５４万円を計上するものでございます。 

次に、「３項 中学校費」、「１目 学校管理費」につきましては、城山中学校体育館の屋根防

水並びに外壁の補修及び塗装工事に係る経費として、「１２節 委託料」及び「１４節 工事請

負費」として計７，６７９万円を計上するものでございます。 

２ページにお戻りください。 

下段の「第２表 繰越明許費補正」でございますが、先ほど申し上げましたとおり、感染症対

策に係る保健衛生用品等の購入及び小・中学校の改修工事につきましては令和４年度内の納品・

工事完了が見込めないため、新年度に予算を繰り越して執行できるよう、繰越明許費に追加する

ものでございます。 

次に、３ページをご覧ください。 

「第３表 地方債補正」につきましては、先ほど歳入でご説明いたしました本補正予算の財源

とする市債の借り入れに伴い、義務教育施設改修事業の借り入れ限度額を１億３，２２０万円追
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加し、２億３，３００万円とするものでございます。 

最後に、８ページ・９ページをご覧ください。 

地方債の現在高の見込みの調書といたしまして、今回の市債の補正額１億３，２２０万円を追

加した後の令和４年度末現在高見込み額を記載しております。 

以上、教育部所管分の補正予算についての説明といたします。 

よろしくお願いいたします。 

○教育長（袴田毅君） 

続きまして市民環境部長、お願いいたします。 

〇市民環境部長（永井裕之君） 

それでは引き続き、「第４号議案 令和４年度綾瀬市一般会計補正予算・教育委員会関係予算

（案）に係る意見の申入れ」のうち、市民環境部所管分について説明いたします。 

補正予算の内容でございますが、１２月に市内の法人からご寄附をいただきましたので、受け

入れるものでございます。 

寄附者のご意向により、生涯学習の振興に活用するため、生涯学習振興基金に積み立てを行い

ます。 

２ページをご覧ください。 

始めに「第１表 歳入歳出予算補正」でございます。 

上段の歳入でございますが、「１９款 １項 寄附金」について、１０万円増額させるもので

ございます。 

次に、中段の歳出でございますが、「１０款 ４項 社会教育費」について、１０万円増額さ

せるものでございます。 

次に、４ページ、５ページをご覧ください。 

「歳入歳出補正予算事項別明細書」でございます。 

まず、歳入でございます。「１９款 寄附金」、「１項 ４目 教育費寄附金」でございますが、

いただいたご寄附を社会教育費寄附金として受け入れるものでございます。 

次に６ページ、７ページをご覧ください。歳出でございます。 

「１０款 教育費」、「４項 １目 社会教育総務費」、「説明欄１ 生涯学習振興基金積立金」

でございますが、いただきましたご寄附を生涯学習推進基金の元金として積み立てるものでござ

います。 

以上で、市民環境部所管分の補正予算についての説明といたします。 

よろしくお願いいたします。 
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○教育長（袴田毅君） 

それでは、第４号議案に関しまして、質疑・討論がございましたらお願いいたします。 

亀ケ谷委員。 

○委員（亀ケ谷由美子君） 

２ページの「第２表 繰越明許費」の補正について、もう少し詳しいご説明をいただければと

思います。 

○教育長（袴田毅君） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤三浩君） 

繰越明許費についてですが、教育部長からも説明がありましたとおり、当該年度内に事業が完

了せず支出が翌年度になってしまう場合に、確保した予算を翌年度に繰越して執行するというも

のになってございます。 

○委員（亀ケ谷由美子君） 

ありがとうございます。 

○教育長（袴田毅君） 

他はいかがでしょうか。 

齊藤委員。 

○委員（齊藤隆訓君） 

地方債の利率ですが、３．０％以内は今の相場からいくと高いのかなと思います。ただ今後、

３．０％を超えることも考えられると思いますが、質問としては、３．０％を超えた場合にはこ

の書類を修正しなくちゃいけないのか、あともう一つの質問は、今現在の利率はどれぐらいなの

かお教えいただけるとありがたいです。 

○教育長（袴田毅君） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤三浩君） 

地方債の利率の関係でございます。 

財政課に確認したところ、利率を超えて借入れを行ったとことはなかったとのことです。 

また、仮に３．０％を超えるような利率が想定される場合につきましては、利率の見直しを検

討するとのことです。 

また、今の利率でございますが、大体１０年借入は０．４％、１５年借入は０．７％と把握し

ております。以上でございます。 
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○教育長（袴田毅君） 

他はいかがでしょうか。 

（ 質疑等の有無確認 ） 

○教育長（袴田毅君） 

質疑・討論なしと認めます。 

これより、第４号議案を採決いたします。 

本件を原案のとおり決することについて、賛成の委員の挙手を求めます。 

（ 委員の挙手確認 ） 

○教育長（袴田毅君） 

挙手全員であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○教育長（袴田毅君） 

「日程第３ 第５号議案 令和５年度綾瀬市一般会計予算・教育委員会関係予算（案）に係る

意見の申入れについて」、この件を議題といたします。 

それでは審議に入りますが、説明は教育部長より教育委員会全体、市民環境部長より社会教育

分野、その後各所属長より所管課の説明をお願いいたします。 

では、始めに教育部長、お願いいたします。 

〇教育部長（長谷川裕司君） 

それでは、「第５号議案 令和５年度綾瀬市一般会計予算・教育委員会関係予算（案）に係る

意見の申入れについて」、ご説明いたします。 

提案理由でございます。中段に記載のとおり、令和５年度の教育委員会に係る、当初予算案を

市議会３月定例会へ上程するため、綾瀬市長へ教育委員会の意見の申入れをいたしたく、委員の

皆様の意見を求めるものでございます。 

令和５年度予算につきましては、これまで１２月及び１月の教育委員会会議協議会で、各課の

主な事業について説明をさせていただいておりますが、ここで予算案がまとまり、市議会３月定

例会で予算の審議が始まりますので、私からは教育委員会予算について、前年度と比較し、大き

く増減があったものなど、概略を説明させていただきます。 

また、生涯学習課が市長部局に移管されたことに伴い、令和４年度当初予算より、公民館や図

書館、市民文化センター等の権限が移管された事業等に係る予算は、この教育委員会関係予算か

ら除いております。 
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なお、社会教育分野など、一部、教育委員会に権限が残る事業等に係る予算につきましては、

これまでと同様に教育委員会関係予算に含めて計上しております。 

社会教育分野に関する部分につきましては、後ほど、市民環境部長より説明がありますのでよ

ろしくお願いいたします。 

それでは、秘密会議案書の１２ページをご覧ください。 

令和５年度の教育関係予算の歳入につきましては、最下段の総計欄にございますとおり、８億

２，１１７万円余と、令和４年度と比較し、６億７，７９２万円余の増額となっております。 

大きな増減要因といたしましては、「１６款 国庫支出金」のうち、「２項 国庫補助金」、「６

目 教育費国庫補助金」について、小・中学校施設の改修事業費が、事業内容の違いにより、「

２節 小学校費補助金」が６９５万円余の減額、「３節 中学校費補助金」が１，０５２万円余

の増額となり、教育費の国庫補助金全体では、３２１万円余の増額となっております。 

また、「２３款 市債」につきましては、義務教育施設の整備事業に充当する市債でございま

す。中学校体育館空調設備設置工事の実施により、６億７，３７０万円の増額となっております。 

以上が、歳入でございます。 

次に、１３ページの歳出でございます。 

最下段の総計をご覧ください。教育費全体では、２９億４，５３２万円余と、前年度と比較し、

１０億５，０５３万円余の増となってございます。 

増が大きいものといたしましては、「１０款 教育費」、「１項 教育総務費」、「３目 教育指

導費」が、小学校で使用する教科書の採択替えに伴う、教師用教科書・指導書・デジタル教科書

の購入のほか、新たに、中学校において、英語コミュニケーション能力の充実事業を開始するこ

とに伴い、７，０８１万円余の増となっております。 

次に、「４目 学校給食センター費」でございますが、米飯給食の飯缶方式への変更に伴う、

調理用消耗品の購入や洗浄機の改修のほか、物価高騰が続き、価格が不安定な状況にある給食食

材に係る、学校給食費会計への補助など、１億１，３６４万円余の増となっています。 

次に、「５目 教育研究所費」でございますが、令和４年度から、学校ＩＣＴ関連業務を教育

研究所に移管したことによる増に加え、老朽化が進む、各教室に設置された固定式プロジェクタ

ーを、電子黒板機能を有するプロジェクターに更新するための機器賃借料、（仮称）総合教育支

援センター整備基本構想の策定に伴う経費を、新たに計上したことにより、２，５４３万円余の

増となっております。 

次に、「２項 小学校費」及び「３項 中学校費」でございますが物価高騰による光熱水費の

増のほか、中学校については、体育館空調設備設置工事の実施に伴い、小学校費は５，８７０万
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円余、中学校費は７億４，３３５万円が、それぞれ増となっております。 

以上が歳出でございます。 

教育委員会関係予算のうち、学校教育に関する部分についての概略は、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○教育長（袴田毅君） 

続きまして、市民環境部長、お願いいたします。 

〇市民環境部長（永井裕之君） 

それでは、引き続き、「第５号議案 令和５年度綾瀬市一般会計予算・教育委員会関係予算（

案）に係る意見の申入れ」のうち、市民環境部所管分について、概略を説明させていただきます。 

秘密会議案書の１２ページをご覧ください。 

令和５年度歳入についてでございます。 

令和４年度当初予算におきましては、「地域学校協働活動推進事業」の財源として国庫支出金

及び県支出金にそれぞれ４１万４，０００円を計上しておりましたが、来年度当初予算では県支

出金として一括し８２万８，０００円を計上しております。これは、当初国及び県からの補助金

をそれぞれ見込んでおりましたところ、国負担分が県負担分とあわせて県から納入されることに

なったことによるものございます。 

また、「２０款 繰入金」についてでございますが、令和４年度は生涯学習振興基金から繰り

入れを行い事業費へ充当しておりましたが、令和５年度は繰り入れを行わないため、予算を計上

しないものとしております。 

以上が、前年度予算からの主な変更点となります。 

歳出予算の詳細につきましては、生涯学習課長より説明をいたします。 

よろしくお願いいたします。 

○教育長（袴田毅君） 

続きまして、各所属長より、説明をお願いいたします。 

始めに教育総務課長、お願いいたします。 

○教育総務課長（佐藤三浩君） 

それでは、教育総務課からご説明させていただきます。 

議案資料の１ページをご覧ください。 

中段のＮｏ．２、教育委員会事務局総務管理経費でございます。 

教育施策の企画及び調整を行うための経費でございます。 

前年度と比較いたしますと４６１万７，０００円の減となっております。これは、ＩＣＴに関
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する業務の一元を図るため、学校ホームページ保守委託及び学校緊急情報配信メールサービスの

使用料を教育研究所に移管したことによるものです。 

次に、下段のＮｏ．３、小学校運営管理経費でございます。 

２ページ下段のＮｏ．６、中学校運営管理経費につきましても、ほぼ同じ内容でございますの

で、小学校運営管理経費について説明いたします。 

小学校の運営に関する経費でございます。 

前年度と比較いたしますと、７５５万４，０００円の減となっております。これは、原油価格

・物価高騰により新ＪＩＳ規格の机、椅子の価格が高騰している一方、図書費の購入について教

育指導課に業務を移管したことによるものです。 

２ページをご覧ください。 

上段のＮｏ．４、小学校施設維持管理経費でございます。 

３ページ上段のＮｏ．７、中学校施設維持管理経費につきましても、ほぼ同じ内容でございま

すので、小学校施設維持管理経費について説明いたします。 

小学校施設を適切に維持管理するための経費でございます。 

前年度と比較いたしますと、１億４８８万２，０００円の増となっております。これは、燃料

費及び光熱水費の価格高騰に伴う増が主な要因で、前年度と比較いたしますと、燃料費及び光熱

水費合わせて９,３０６万７，０００円の増、また老朽化する学校施設の修繕料を増額したもの

によるものです。 

中段のＮｏ．５、小学校改修事業費でございます。 

児童の安全に配慮した学校施設の改修を行い、教育環境を充実させるための経費でございます。 

令和５年度は、綾西小学校Ａ棟２階教室床改修工事を行うほか、小学校の体育館に空調設備を

設置するための設計に要する経費などの計上を行っております。 

また、３ページ中段のＮｏ．８、中学校施設改修事業費では、中学校の体育館に空調設備設置

を行うため工事に要する経費ほか、北の台中学校屋上防水改修工事などの経費を計上しておりま

す。 

最後に１７ページをご覧ください。 

任用は職員課で行っておりますが、Ｎｏ．１～４が教育総務課に配置される会計年度任用職員

となっております。令和４年度と同様に配置してまいります。 

以上で教育総務課の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○教育長（袴田毅君） 

学校教育課長、お願いします。 
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○学校教育課長（堺千津子君） 

それでは、学校教育課の予算の概要につきまして、最初に学務担当、次に学校給食担当の順で

説明させていただきます。 

議案資料５ページのＮｏ．４、学務管理経費をご覧ください。 

この事業は、学務事務を円滑に推進する事業でございます。令和５年度につきましては、令和

４年度の小中学校適正規模支援業務委託が終了したことから、大幅な減額となっております。 

次にＮｏ．５、要保護及び準要保護児童・生徒就学援助事業費をご覧ください。 

本事業は、経済的な理由で就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品費など、必要な

費用の一部を援助するものです。対象者の増により、１億２，６１５万６，０００円となってお

ります。 

次に、６ページ中段、奨学金給付事業費をご覧ください。 

本事業は、経済的な理由で就学が困難な者に対して、就学を奨励するために、奨学金を給付す

る事業でございます。対象者の減により、２４０万円の減額となっております。 

次に、１８ページ中段、会計年度任用職員の任用について、Ｎｏ．６の小学校少人数指導支援

事業費をご覧ください。 

この事業は、少人数指導を実施する小学校に非常勤講師を配置する事業でございます。国によ

る３５人学級の推進により、教員配置が４年生まで行われることになるため、市での少人数学級

による非常勤講師が減員となっております。 

次にＮｏ．８の中学生学び舎支援事業をご覧ください。 

この事業は、中学校での少人数指導を行っている市費の非常勤講師を登用し、放課後及び学校

の長期休業期間において、中学生を対象に学習のつまずきの解消や、高等学校等への進学を目標

とする生徒の基礎学力の向上を図るための事業でございます。現在、長期休業期間につきまして

は、非常勤講師を１校２名体制で１０名配置をしておりましたが、参加人数が多いことから、７

名を増員し、平日と同様１７名の配置を行うため、約１２４万円の増額となっております。 

学務担当事業の補足説明は以上でございます。 

よろしくお願いいたします。  

○教育長（袴田毅君） 

 次に、学校給食センター所長、お願いします。 

〇学校給食センター所長（森山秀徳君） 

 学校教育課学校給食担当、学校給食センターの予算でございます。 

議案資料の４ページをお開きください。 
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学校給食センターの事業は、Ｎｏ．１とＮｏ．２でございます。 

Ｎｏ．１、学校給食運営経費でございますが、これは学校給食センターの運営を効率的かつ適

正に実施し、安全で安心な給食を提供することを目的とし、給食の調理及び配送の費用、給食配

膳員を含む職員の腸内細菌検査費用、給食センター運営についてのご審議をいただく学校給食セ

ンター運営委員会の費用の他、令和５年度は、米飯給食の飯缶方式への変更に伴う経費でござい

ます。 

前年度と比較いたしますと、４，８６９万６，０００円の増となっております。こちらは、令

和５年９月、学校の２学期から米飯給食におけますご飯の提供について、一食の個食缶方式いわ

ゆるお弁当箱から、クラスに１箱のご飯を取り分けていただく飯缶方式への変更に伴う増の他、

３年ごとに契約更新をしております給食の調理業務及び配送業務委託料が雇用賃金等の上昇によ

り増となる他、各学校の牛乳保冷庫の更新、それから、学校給食食材費の高騰支援ということで、

価格が不安定だということの補いということで、部長からもお話がありました、市の一般会計か

ら補助をいただくことによる増でございます。 

令和５年度も、年間１９０日、１日約７，４００食の学校給食の提供を予定しております。 

次にＮｏ．２、学校給食センター維持管理経費でございます。 

これは、学校給食センターの施設維持管理及び法定検査を執行するための経費で、光熱水費、

施設の点検や維持及び修理、調理器具等の修理が主な費用の他、令和５年度は、米飯給食の飯缶

方式への変更に伴う経費でございます。 

前年度と比較いたしますと、６，１６７万円の増となっております。こちらは、光熱水費の価

格高騰に伴う増と米飯給食の飯缶方式への変更に伴う食器洗浄機の改修よる増でございます。  

続きまして、１８ページをご覧いただけますでしょうか。上段のＮｏ．５、学校給食センター

における会計年度任用職員でございますが、今年度と同様、各小・中学校に給食配膳員３７人を

配置してまいります。 

以上、学校給食センターの説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（袴田毅君） 

次に、教育指導課長、お願いします。 

○教育指導課長（上山智也君） 

それでは、令和５年度当初予算のうち、教育指導課所管の事業について主なものをご説明させ

ていただきます。 

７ページをご覧ください。 

上段のＮｏ．１、教育指導管理経費でございますが、学校の教育活動を支援するための経費で
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ございます。令和４年度の予算に対しまして、約４，６９０万円余りの増額となっておりますが、

これは、４年に一度の周期で行われております、小学校の教科書の採択替えに伴う教師用教科書

・指導書・デジタル教科書の経費を計上しているものが、主な理由となっております。 

続きまして、１１ページをご覧ください。 

上段のＮｏ．４、国際交流教育推進事業費でございますが、外国語活動や外国語・英語のコミ

ュニケーション能力の充実を図るとともに、外国籍児童・生徒等に対する学校生活への適応支援

等を行うための経費でございます。令和４年度予算に対しまして、１，３９０万円余の増額とな

っておりますが、これは新規事業として、中学生の英語のコミュニケーション能力の充実を図る

ため、「ネイティブイングリッシュティーチャー」を中学校全ての学年に、各クラス年間２４時

間配置するための経費を計上していることが主な理由となっております。 

続きまして中段のＮｏ．５、障がい児童・生徒就学支援事業費でございますが、これは障がい

児介助員や、就学指導相談員の配置、障がい児童・生徒の適正な就学指導、相談を受ける事業を

行うものでございます。 

令和４年度と比較いたしまして１７５万円余りの増額となっておりますが、これは特別支援学

級に在籍する児童・生徒の増に伴い、人件費の増が見込まれているものでございます。 

続きまして、９ページ中段のＮｏ．８をご覧ください。学力向上推進充実事業費でございます。 

これは児童・生徒の確かな学力の向上に向けた、教育指導に必要な支援を行う経費及び学校運

営協議会のための運営の経費でございます。 

令和４年度予算に対しまして、７６０万余の増額となっておりますが、これは学校図書館の図

書購入費用費が教育総務課より移管したこと、また、学校図書館で活用するためのカラープリン

ターを購入するための経費を計上したことが主な理由となっております。 

本事業は、児童・生徒の読書環境の充実ということで、３か年計画の２年目となり、子どもの

読書活動の更なる推進を図っていきたいと考えております。 

続きまして会計年度任用職員についてでございます。 

１９ページをご覧ください。 

Ｎｏ．１２、障がい児介助員、障がい児看護介助員につきまして、拡充となっておりますが、

これは、先ほども申しましたとおり、特別支援学級に在籍する児童・生徒の増に伴うものでござ

います。介助員は令和４年度の３５名分から３９名分、令和４年度看護介助員が４名分から６名

分、実人数にいたしますと令和４年度は、介助員は４７名、看護介助員は７名任用しておりまし

たが、令和５年度につきましては、合わせて６２～３人程度になると見込んでおります。 

また、一番下、１５番の教科書採択事務補助につきましては、先ほど申しましたとおり小学校
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の教科書の採択替えに伴う臨時の会計年度任用職員となります。 

教育指導課における会計年度任用職員は、おおむね８５名程度になる予定となっており、会計

年度任用職員以外に、学習支援者、部活動指導顧問、日本語指導協力者の任用をしておりまして、

合わせますと１３５名程度を管理しているような形となっております。 

今年度以上にまた大所帯となりますが、引き続き、児童・生徒、保護者、学校のニーズに応じ

たきめ細やかな支援ができるようにと考えております。 

教育指導課は、以上でございます。 

○教育長（袴田毅君） 

次に、教育研究所長、お願いします。 

〇教育研究所長（生駒美穂君） 

それでは、令和５年度当初予算のうち、教育研究所所管の事業について主なものをご説明させ

ていただきます。 

１１ページをご覧ください。 

上段Ｎｏ．１の教育研究所管理経費でございますが、教育研究所全般の運営に係る経費を計上

しております。増額となっておりますのは、今年度より事務移管された「学校ホームページ」「

学校情報配信システム」等のＩＣＴ業務分が加算されたためでございます。 

中段Ｎｏ．２の教育支援教室維持管理経費でございますが、教育支援教室ルピナスの学習環境

や安全面を適切に運営管理するための経費を計上しております。 

下段Ｎｏ．３の教育研究研修事業費ですが、ここでは、教育課題等の解決と教員の資質の向上

を図るための各種研究及び研修講座に係る経費を計上しております。増額となっておりますのは、

令和５年度は社会科副読本・資料集の改訂の年にあたるためでございます。 

続きまして、１２ページをご覧ください。 

上段Ｎｏ．４の教育相談事業費でございます。主な経費といたしましては、心理検査用紙等消

耗品の購入費でございます。 

中段のＮｏ．５、教育支援教室事業費でございます。主な経費としましては、教育支援教室に

通室する児童・生徒の学習に係る教材費や体験活動時の講師謝礼及び宿泊学習参加費でございま

す。 

下段のＮｏ．６、総合教育支援センター整備事業費でございますが、こちらは新規でございま

す。増加傾向にある不登校児童・生徒や、特別支援学級在籍児童・生徒、国際教室等への通級児

童・生徒等、特別な配慮を必要とする児童・生徒や、義務教育修了後の学校生活や学習に悩みを

抱える子どもたちへの支援の充実を図るため、支援の在り方や本市に適した支援施策や支援環境



 

－ 16 － 

 

について検討し、複雑化・多様化する子どもたちの課題への総合的な支援体制の整備に向けた（

仮称）綾瀬市総合教育支援センター整備基本構想を、令和５年度に策定いたします。 

１３ページをお開きください。小学校ＩＣＴ化推進事業費と中学校ＩＣＴ化推進事業費でござ

います。ＩＣＴ環境を充実させ、情報教育及び教職員の校務効率化を推進するための経費でござ

います。令和５年度はプロジェクターを小・中学校共に更新いたします。 

続いて会計年度任用職員についてでございます。２０ページをご覧ください。 

臨床心理士の資格のある心理相談員を教育研究所に２名、学校派遣に５名、教育支援教室に１

名配置し、児童・生徒に関わる発達心理等の相談業務を行います。また、社会福祉士の資格のあ

るスクールソーシャルワーカーを学校派遣及び教育研究所からの派遣として３名配置いたします。

児童・生徒に関わる生活、学習、進路等の相談業務のための一般相談員を教育研究所に１名、教

育支援教室には１人増員し４名配置いたします。 

引き続き、児童・生徒及び保護者、学校のニーズに応じたきめ細かな相談及び支援をしてまい

ります。 

教育研究所は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（袴田毅君） 

生涯学習課長、お願いします。 

○生涯学習課長（中西忠彦君） 

生涯学習課が所管いたします令和５年度当初予算のご説明をさせていただきます。 

議案資料の１４ページをご覧いただきたいと思います。 

Ｎｏ，１の家庭教育推進事業費でございます。ＰＴＡ活動等の支援と家庭教育力の向上に向け

た研修会や講座の開催など、学習会の提供と啓発を行うための経費でございます。こちらの記載

内容のとおり前年度と同様の事業を展開することにより、現在社会におけます様々な教育問題に

ついて家庭教育と地域が考え、教育力の充実に取り組んでまいりたいと思ってございます。 

次に社会教育管理経費でございます。生涯学習を推進するための経費となっております。こち

らも前年度同様、記載の内容の事業の展開を図ってまいりたいと考えてございます。その中で、

地域学校協働活動推進委員の報酬関係でございます。令和４年度からスタートした事業です。５

年度も引き続き、教育指導課と連携をしながらこの事業を進めていきたいと思います。 

次に１５ページ・１６ページをご覧いただきたいと思います。 

Ｎｏ．４からＮｏ．７までの４事業につきましては、各団体の活動を支援する目的で助成を行

っているものでございます。各団体ともに、コロナ禍の中で運営には非常に工夫をされています。

引き続き補助金という形で、団体に支援を行っていきたいと思っております。以上でございます。 
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○教育長（袴田毅君） 

それでは、これより第５号議案の質疑・討論に入りますが、こちらも所属ごとに行い、最後に

全体の質疑・討論を行ってまいります。 

では、始めに教育総務課の予算に関しまして、質疑・討論がございましたらお願いいたします。 

平出委員。 

○委員（平出恵子君） 

２ページのＮｏ．４、小学校施設維持管理経費のところで、財源内訳にその他とありますが、

その内容を教えていただけますか。 

○教育長（袴田毅君） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤三浩君） 

はい、財源のその他の内訳でございます。特別教室棟及び体育館の貸出しをしておりますので、

その利用料と、学校に設置されています電柱、また電話柱の使用料といったものが７０万円の主

な内訳でございます。以上でございます。 

○教育長（袴田毅君） 

はい、平出委員。 

○委員（平出恵子君） 

１ページのＮｏ．３、小学校運営管理経費のところで、児童用机・椅子の購入４６４セットと

ありますが、子どもたちが使う机と椅子は１セットで大体いくらぐらいなのか教えていただけま

すか。 

〇教育総務課長 

今年度の予算では、机が８，３９３円、椅子が６，３８０円となっており、合計で１４，７７

３円となっています。以上でございます。 

○教育長（袴田毅君） 

 はい、平出委員。 

○委員（平出恵子君） 

机と椅子、１４，７７３円ということで思ったよりもすごく高額なので、今の子はしないと思

うのですが、コンパスで机に傷を付けたり、穴をあけたりしないように指導をしていただけたら

と思います。お願いします。 

○教育長（袴田毅君） 

他は、いかがでしょうか。 
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（ 質疑等の有無確認 ） 

○教育長（袴田毅君） 

続きまして、学校教育課と学校給食センターの予算に関しまして、質疑・討論がございました

らお願いいたします。 

齊藤委員。 

○委員（齊藤隆訓君） 

はい。４ページのＮｏ．１に、新と書いてあって学校給食費徴収システム更新ということで、

内容は何か変わるのでしょうか。 

○教育長（袴田毅君） 

学校給食センター所長。 

〇学校給食センター所長（森山秀徳君） 

新ということで、学校給食費徴収システム更新業務となってございますが、大変申し訳ござい

ません。私のミスでございます。更新業務自体が、令和４年度の事業でございます。私のほうで、

こちらに本来計上すべきでないものを計上してしまいました、大変申し訳ありません。 

○教育長（袴田毅君） 

削除ということで。 

〇学校給食センター所長（森山秀徳君） 

はい。申し訳ありません。 

○教育長（袴田毅君） 

他は、いかがでしょうか。 

亀ケ谷委員。 

○委員（亀ケ谷由美子君） 

４ページのＮｏ．３、教職員健康診断経費について、教職員ストレスチェックとありますが、

ストレスチェックの内容を教えていただければと思います。 

○教育長（袴田毅君） 

学校教育課長。 

○学校教育課長（堺千津子君） 

例年１０月に行っているものでございますが、仕事のストレス要因はどの程度か、心身のスト

レス反応はどの程度か、質問に答えていただくような内容となってございます。 

○教育長（袴田毅君） 

よろしいですか。 
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○委員（亀ケ谷由美子君） 

はい。 

○教育長（袴田毅君） 

他は、いかがでしょうか。 

（ 質疑等の有無確認 ） 

○教育長（袴田毅君） 

続きまして、教育指導課の予算に関しまして、質疑・討論がございましたらお願いいたします。 

亀ケ谷委員。 

○委員（亀ケ谷由美子君） 

９ページのＮｏ８、学校運営協議会委員報酬１５名とあるのですが、これはお聞きした時にコ

ーディネーターの分かと思いましたら、１４ページの生涯学習課のＮｏ．３のところに、コーデ

ィネーター１５名分が載っているので、ここの９ページのＮｏ．８、これは委員の分で、１５名

ではないと思うのですが、いかがでしょうか。 

○教育長（袴田毅君） 

教育指導課長。 

○教育指導課長（上山智也君） 

学校運営協議会委員の報酬１５名とありますが、各校最大１５名×１５校ということになりま

す。 

○教育長（袴田毅君） 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中西忠彦君） 

コーディネーター、地域学校協働推進員のほう各校１名で１５名です。 

○教育長（袴田毅君） 

よろしいですか。 

○委員（亀ケ谷由美子君） 

はい。 

○教育長（袴田毅君） 

田中職務代理者。 

〇教育長職務代理者（田中恵吾君） 

２点、質問させていただきます。 

まず、Ｎｏ．４の国際交流教育推進事業費と学力向上充実推進事業費について、英語コミュニ
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ケーション能力の充実ということでお話では各校年間２４時間の方を配置するような旨を受けた

のですが、人数等についてもう少し具体的なお話をお願いしたいと思います。 

二つ目は、学校図書館の図書購入について。国の方で定めた基準があると思いますが、今、綾

瀬市ではどれぐらいの基準にあるのか。この学校図書については、すごく良い。生涯学習課でも

小学校に上がる前に本を配布するなど、すばらしい取り組みだと思っています。その２点、お願

いをしたいと思います。 

○教育長（袴田毅君） 

教育指導課長。 

○教育指導課長（上山智也君） 

８ページのＮｏ．４、国際交流教育推進事業費における英語のコミュニケーション能力の充実

事業ということで、ここに２４時間と書いてございますが、こちらについては各クラス年間どの

生徒も、２４時間、新しく配置するネイティブイングリッシュティーチャーの授業を受けられる

ような形になっております。 

配置人数なのですが、これは委託業務ですので、委託の仕様に合わせた人数が配置されるかと

思いますが、綾瀬市全体では概ね６名から７名ぐらいではないかと想定しております。 

また授業内容につきましては、いわゆるコミュニケーションということで、英会話クラスみた

いなイメージを持ちながら、実際に活用できる英語ということで中学校のほうにお願いしている

ところでございます。 

続きまして９ページのＮｏ．８、学力向上推進充実事業費における学校図書の購入について、

おっしゃるとおり令和３年度と比較して今年度が５０％の増、来年度が３０％の増、再来年度が

２０％の増で、短期的・集中的に新しい図書を購入する見通しです。 

なお、蔵書の基準についてですが、これは各学校のクラス数で決まっております。基準に対す

る現在の蔵書率ですが、今ちょうど古い図書をかなり入れ替えているような状況でございまして、

今確認しているところでは、全体で８５．３％の蔵書率となっております。 

図書を置く場所なども、なかなか難しいところがございますので、なるべく１００％に近づけ

つつも、見やすさ、取りやすさというところも工夫しながら、環境整備を行っていただいている

ところでございます。以上でございます。 

○教育長（袴田毅君） 

田中職務代理者。 

○教育長職務代理者（田中恵吾君） 

国際交流については、各クラスに年間２４時間という理解でよろしいですね。 
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○教育指導課長（上山智也君） 

はい。 

○教育長職務代理者（田中恵吾君） 

今すごく英会話能力が問われてきていると思いますし、全国学力・学習状況調査なども何年か

に一度英語が入りますよね。綾瀬市は特に外国籍の子どもたちが多く、厚木基地もあるのでぜひ

頑張ってほしいと期待をしています。 

それから図書について、先ほども言いましたが、昨年、全国学校図書館協議会が、デジタルの

図書と紙の図書、どちらがわかりやすいかという調査をしたそうです。調査の結果は、小学校、

中学校、高校ともに、やっぱりわかりやすさからいうと紙ベースだったそうです。だから、今の

時代、両方とも合わせてやっていくべきだと思っていますが、この蔵書というのは、おそらく紙

ベースですよね。だから、これも綾瀬の誇るべき施策の一つだと思っていますし、読解力につな

がると自分は信じる部分がありますので、ぜひこれも頑張っていただきたい、期待をしています

ので、よろしくお願いします。以上です。 

○教育長（袴田毅君） 

平出委員。 

○委員（平出恵子君） 

１９ページＮｏ．１５、教科書採択事務補助の方についてなのですが、どんなことをなさるの

か、内容を教えていただけますでしょうか。 

○教育長（袴田毅君） 

教育指導課長。 

○教育指導課長（上山智也君） 

たくさんございまして、教科書がたくさん送られてくるので、それの包装をやってもらったり、

仕分をしたりという作業がございます。あと、編修趣意書という書類を大量に印刷して、各調査

員にお配りするという作業もございます。また、会議がございまして、その会議については全て

会議録をとらせていただいてというところがございますので、そういった会議資料の作成、準備、

報告等の書類作成ということになっております。以上でございます。 

○教育長（袴田毅君） 

平出委員。 

○委員（平出恵子君） 

こちらは、教科書採択が終わるまでになるのでしょうか。 

○教育長（袴田毅君） 
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教育指導課長。 

○教育指導課長（上山智也君） 

こちらの任用につきましては、４月から９月までで、週２日から３日の予定で８２日間、１日

５．０時間で試算しております。以上でございます。 

○委員（平出恵子君） 

ありがとうございます。 

○教育長（袴田毅君） 

よろしいですか。 

（ 質疑等の有無確認 ） 

○教育長（袴田毅君） 

続きまして、教育研究所の予算に関しまして、質疑・討論がございましたらお願いいたします。 

田中職務代理者。 

○教育長職務代理者（田中恵吾君） 

Ｎｏ．６の（仮称）総合教育支援センター整備事業費についてお尋ねします。 

業務委託ということで、明確な部分はわかっていないのですが、たいへん素晴らしい新規事業

だと理解しています。 

まだ明確にできない部分もあると思いますが、今話せる範囲で結構ですので、具体的な委託内

容と今後の方向性をお話しいただければ嬉しく思います。以上です。 

○教育長（袴田毅君） 

教育研究所長。 

〇教育研究所長（生駒美穂君） 

総合教育支援センター整備事業でございますが、今、綾瀬市では不登校のお子さんが増えてい

たり、外国に繋がるお子さんが多かったりということで、綾瀬市に合った支援のことを来年度考

えていきたいと思っております。 

来年度は検討委員会を立ち上げまして、検討委員会の中で、どういった支援が良いかというこ

とも考えてまいります。ただ、検討を進めるに当たりまして本市の現状を理解していくことは大

事だと思いますので、今現在、小・中学校にアンケート調査を行いまして、現在、課題と現状等

を取りまとめております。 

これらの内容をコンサル業者のほうへ委託しまして、調査・分析していただきまして、また、

委員の皆様とともに、どういった支援がいいかということを、来年基本構想策定ということで考

えていきたいと思っております。その後、どのような場所が良いかとか、そういったことも踏ま
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えて令和９年度の開所を目指して進めてまいりたいと考えております。 

○教育長（袴田毅君） 

田中職務代理者。 

○教育長職務代理者（田中恵吾君） 

（仮称）総合教育支援センターの構想は、お話があったように、義務教育後のお子さんも含め

た、幅広い支援をお考えになっていると思いますが、現在、義務教育の教育支援教室についても、

是非、充実性を図っていただくように、頑張っていただければと思います。これも期待です。 

○教育長（袴田毅君） 

はい。他は、いかがでしょうか。 

亀ケ谷委員。 

○委員（亀ケ谷由美子君） 

１３ページのＮｏ．７と８にあります音声翻訳アプリ使用とあるのですが、音声翻訳アプリは、

ボイスＢＩＺということでよろしいのでしょうか。 

○教育長（袴田毅君） 

教育研究所長。 

〇教育研究所長（生駒美穂君） 

ボイスＢＩＺを導入しております。 

○委員（亀ケ谷由美子君） 

先日の文科省の分科会で、綾瀬市と同じように外国籍の子どもをたくさん抱えている市の教育

長さんとお話しをしたのですが、その時にボイスＢＩＺを紹介したところ、大変びっくりされて、

小・中学校全校に入っていますというお話をしたのですが、綾瀬市すごいですねというお褒めの

言葉をいただきました。このアプリの中には何か国ぐらい入っているのでしょうか。 

○教育長（袴田毅君） 

教育研究所長。 

〇教育研究所長（生駒美穂君） 

音声翻訳のほうは１２言語をカバーしております。またテキスト翻訳のほうは３０言語でござ

います。 

○委員（亀ケ谷由美子君） 

ありがとうございます。 

○教育長（袴田毅君） 

平出委員。 
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○委員（平出恵子君） 

１３ページのＩＣＴについて、令和５年度からプロジェクターが全校整備ということで期待し

ているのですが、どういった性能のプロジェクターをどんなふうに使用するのか、教えていただ

けますでしょうか。 

○教育長（袴田毅君） 

教育研究所長。 

〇教育研究所長（生駒美穂君） 

今年度のパソコン活用推進委員会で、どこに導入したら良いかということを考えました。普通

教室には今までどおりで、移動教室と特別教室には、移動型にはなりますが、たくさんの教室に

入るようにということで話を行いました。形状としましては、今のものは黒板から少し離れた位

置の天井に取付けて投影するようなものなのですが、新しいものは黒板のすぐ上につけてという

形になります。電子黒板機能がありますので、投影したものを指や電子ペンで、先生や子どもが、

書き込むことができるといったメリットもございますし、また、子どもたちが持っているタブレ

ット端末に無線でつなぐことができますので、子どもたちが作っているものをすぐに黒板のとこ

ろに投影するなど、いろいろ幅広い使い方ができるかなと思っております。 

○委員（平出恵子君） 

ありがとうございます。期待が膨らみますね。 

○教育長（袴田毅君） 

齊藤委員。 

○委員（齊藤隆訓君） 

一人１台の学習用タブレット端末について、耐用年数というか、交換サイクルはどれぐらいで

イメージをされているのでしょうか。 

○教育長（袴田毅君） 

教育研究所長。 

〇教育研究所長（生駒美穂君） 

不具合が出るのが５年ということで、５年交換を考えております。ただ、国・県の動きがちょ

っと５年よりもう少し延ばしたらというようなところもございまして、そういったところも合わ

せて考えながら、次はいつかと考えているところでございます。 

○教育長（袴田毅君） 

齊藤委員。 

○委員（齊藤隆訓君） 



 

－ 25 － 

 

そのタブレットで使用されているのが、マイクロソフト社製というお話を聞いて、自分の社会

人の立場からすると、マイクロソフトを選んでくれたことはとても素晴らしいことだなと思って

いまして、ただ、マイクロソフトはサブスクみたいな形になっているので、そこら辺のソフトの

契約は、どのような契約なのでしょうか。 

○教育長（袴田毅君） 

教育研究所長。 

〇教育研究所長（生駒美穂君） 

タブレットは、もう買い取っておりますので、特にその辺の費用はかかってはおりません。 

○教育長（袴田毅君） 

はい、それではよろしいですか。 

（ 質疑等の有無確認 ） 

○教育長（袴田毅君） 

続きまして、生涯学習課の予算に関しまして、質疑・討論がございましたらお願いいたします。 

 田中職務代理者。 

○委員（田中恵吾君） 

社会教育管理費について、一つだけ質問させてもらいます。 

地域学校協働活動推進講習等について、もし答えられなければ答えなくても結構ですが、今年

度、全校一斉にコミュニティ・スクールを開始されて、中央公民館と生涯学習課が共催で、コー

ディネーターの養成講座を年３回実施されたと理解しています。それで正しいのかどうか。また、

先日文科省の協議会に参加したときに、推進員の人材が非常に難しくなっているとお聞きしてい

て、養成講座、あるいは研修的なものを令和５年度実施する方向であるのかどうか、それも合わ

せてお聞きしたいと思います。 

○教育長（袴田毅君） 

生涯学習課長 

○生涯学習課長（中西忠彦君） 

まず今年度ですが、年３回ということで、コーディネーターの役割について、やはり皆さん初

めてということもありますので専門的な方をお招きして講習というものをやってございます。 

どうしても今回スタートしたばかりということで、それぞれの推進員さんは、どういうふうに

活動して、どう向き合ったらいいのかという不安感のほうが多かったようですね。この研修講座

をやってみて、そんなに力まなくていいんだというような感触を持たれた方が多いと聞いてござ

います。 
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活動の実績も、当初はスタート年度で非常に難しいかなといったところで、もしかしたら実績

がゼロに近いのではないかと、そんな懸念もしてございましたが、かなりの学校の推進員さんに

頑張っていただいています。ただやはり個人差がありまして、大変ご多忙の中でご協力をいただ

いておりますので、そういうような状況もございます。 

次年度に向けては、回数を増やして年４回ということで検討しています。今年度の内容をフォ

ローアップするような形で、教育指導課と協議・調整をしているのですが、学校運営協議会の担

当の先生方もお招きできたらなと、コミュニティ・スクールと連携してやっていく部分が多い事

業ですので、そのような方向性で調整をしております。 

いずれにしてもスタートして、来年度が２年目という中でまだまだ課題が多いかなと思います

が、やはり地域、学校、家庭ということで、連携が大切だと思っておりまして、学校長のほうか

ら推薦をいただいた学校運営協議会委員の中から一人ということで委員さんにはお願いをしてい

るところです。 

○教育長（袴田毅君） 

田中職務代理者。 

○教育長職務代理者（田中恵吾君） 

１回増やして４回ですね。来年も是非頑張っていただきたいと思いますし、実はこの前の会議

の中で、やはりもう３年ぐらい前からやっているというところもございましたが、実際はなかな

かうまくいかない部分があると。そういうところを見ていると、やっぱり研修とか養成講座とい

うのが、なかなかうまくいってない。そういうような状況がありましたので、是非ここは、綾瀬

の地域学校協働活動が根付くように、生涯学習課も頑張っていただければと期待しております。

以上です。 

○教育長（袴田毅君） 

はい、ありがとうございます。 

他は、いかがでしょうか。 

（ 質疑等の有無確認 ） 

○教育長（袴田毅君） 

それでは最後に、予算全体ではいかがでしょうか。 

平出委員。 

○委員（平出恵子君） 

教育総務課のところで、聞きそびれたところがあったのですが、よろしいですか。 

中学校の体育館空調設備の設置について、今年の夏ぐらいまでには間に合うのでしょうか。小
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学校も今、設備に向けて検討しているそうですが、それは１０校全ての体育館ということでしょ

うか。 

○教育長（袴田毅君） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤三浩君） 

夏までに全校というのは難しいところがございます。授業の関係や、部活動の関係など、その

あたりを調整しながら学校に設置をしてまいりたいと考えてございます。 

小学校の体育館ですが、来年度につきましては設計業務を行う形になりますので、１０校全て

の学校の設計業務ということで、設置につきましては令和６年度と令和７年度の２か年をかけて

設置工事をしていく計画です。 

○教育長（袴田毅君） 

はい、よろしいでしょうか。 

他は、いかがでしょうか。 

（ 質疑等の有無確認 ） 

○教育長（袴田毅君） 

質疑・討論なしと認めます。 

これより、第５号議案を採決いたします。 

本件を原案のとおり決することについて、賛成の委員の挙手を求めます。 

（ 委員の挙手確認 ） 

○教育長（袴田毅君） 

挙手全員であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

ここで暫時休憩といたします。 

（ 関係者以外の退席 ） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（ 非公開の審議 ） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○教育長（袴田毅君） 

以上で、本日の日程は終了いたしました。 

これにて、綾瀬市教育委員会会議２月定例会を閉会いたします。 

午後３時２９分 閉会 


